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指 示 

 

令和４年６月３日 

 

葛尾村長 殿 

 写）福島県知事 殿 

 

平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所 

事故に係る原子力災害対策本部長 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、原子力災害

対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第２項に基づき、下記のとお

り指示する。 

 

記 

 

 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に伴い、葛尾村にお

いて設定された帰還困難区域のうち別紙に記載する区域については、平成３０年１２

月２１日に原子力災害対策本部において決定した『特定復興再生拠点区域の避難指示

解除と帰還・居住に向けて』における避難指示解除の要件を満たすことから、令和４

年６月１２日午前８時をもって解除し、居住者等に対してその旨周知すること。 

 

 

以上 
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（別紙） 
葛尾村 
帰還困難区域 葛尾村大字葛尾  字柏原のうち１番地２から１０、 

１番地１２から２１、２番地１から３、 

２番地７から１５、３番地１、３番地３、 

３番地６から８、５番地１から３、 

１０番地１、１０番地３、１２番地１から３、 

１２番地５から１６、１４番地１、１６番地、 

１７番地１から２、１８番地１、 

１９番地５から６、１９番地１１、 

１９番地１３から２３、２０番地１、 

２０番地３、２０番地６、２１番地１から５、 

２２番地２から７、２３番地３から４、 

２３番地６、２３番地９から２０、 

２４番地１から５、２５番地１から２、 

２５番地５、２６番地７、２６番地１０、 

２６番地１２、２６番地１４、 

２６番地１６から２０、２７番地３から７、

２７番地１２から１５、２９番地２から３、 

２９番地１５から１６、３０番地２から６、 

３２番地１４から１６、３３番地、 

３４番地１から６、３５番地、 

３６番地１から４、３８番地１、 

３９番地、４１番地１、４７番地、 

４８番地１、４８番地３から４、 

４９番地１から３、５０番地１、 

５１番地１から３、５２番地１から２、 

５３番地、５４番地１から２、 

５５番地１から３、５５番地５から７、 

５６番地、５７番地１から６、 

５８番地から１１８番地、 

１１９番地１から２、 

１２０番地から１２９番地、 

１３０番地１、１３０番地３から５、 

１３０番地７から８、１３１番地、 

１３２番地１から２、 

１３３番地から１４４番地、 
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これらに接する道路（隣接する部分に限る） 

         字野行のうち１番地１、１番地７から１１、 

１番地１３、３番地１、５番地２、 

５番地５から１０、５番地１２から１６、 

６番地１、７番地１から２、 

８番地から９番地、１０番地２、 

１３番地から１８番地、１９番地１から２、 

２０番地１、２０番地４から１１、 

２１番地１から７、２２番地１から４、 

２３番地１、２４番地１、２４番地３、 

２４番地５、２７番地１から２、 

２７番地１８、２７番地２２、２７番地２５、 

２７番地２７から３９、３５番地１、 

３６番地１、３６番地３から４、３９番地４、 

３９番地７から１０、４０番地１から６、 

４１番地１から５、４２番地１から２、 

４３番地１から４、４４番地１、 

４４番地６から８、４５番地１から２、 

４５番地４、４５番地１１、４５番地１３、 

４６番地１から２、４７番地３、 

４７番地１４から１７、４８番地１、 

４９番地１、４９番地３から４、５０番地１、 

５４番地、５５番地１、５５番地４、 

５６番地１から３、５６番地７、５８番地１、 

５８番地３、５９番地１、５９番地４、 

６０番地１、６０番地６、６１番地１から２、 

６２番地１、６４番地１から２、 

６５番地１から２、６５番地５、６７番地、 

６７番地６、６８番地、６９番地１、 

７０番地１、７０番地４、７１番地１、 

７１番地８、７２番地１、７２番地４、 

７３番地、７５番地１から２、７６番地、 

７９番地２、８０番地２、８４番地、 

８６番地４、８８番地から８９番地、 

９０番地１から２、９０番地５、 

９１番地１から２、９３番地１、 

９３番地３から７、９５番地１、 
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９５番地３から４、９７番地、 

９９番地１から１６、１０２番地２、 

１０２番地４、１０２番地１４から１８、 

１０２番地２０、１０３番地２、 

１０３番地４から５、１０３番地８から９、 

１０４番地１から２、１０７番地２、 

１０７番地４から６、１０７番地８から９、 

１０７番地１１から１２、 

１０９番地１から２、１１１番地１、 

１１１番地３から４、１１６番地１から３、 

１１７番地、１１８番地１から２、 

１１９番地、１２１番地２から１０、 

１２２番地１から２、 

１３７番地から１３８番地、１３９番地２、 

１４１番地、１５５番地、１５７番地、 

１５８番地１から２、 

１５９番地から１６９番地、 

１７０番地１から２、１７１番地、 

１７３番地１から２、１７４番地、 

１７５番地１から２、 

１７６番地から１８０番地、 

１８１番地１から６、 

１８２番地から１８４番地、 

１８８番地１、１８８番地３、 

１９３番地から１９４番地、 

１９５番地１から２、１９６番地１から２、 

１９７番地１から２、１９８番地、 

１９９番地１から２、２００番地１から２、 

２０１番地１から２、２０２番地１から２、 

２０３番地１から２、２０４番地、 

２０５番地１、２０６番地から２２３番地、 

２２４番地１から２、２２５番地１から２、 

２２６番地から２４３番地、 

２４５番地から２４８番地、 

これらに接する道路（隣接する部分に限る） 

         字小出谷のうち１番地８、１３番地２、 

これらに接する道路（隣接する部分に限る） 
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県道浪江三春線、村道柏原・阿掛線、村道野行・岩角線、村道落合・下

野行線及び林道野行・大笹線 

 

葛尾村内国有林磐城森林管理署１０９０林班のうち「イ」の区域 

 


